
95．朝鮮統一問題の本質はどのようなもので

すか？

　朝鮮の統一問題はまず、全国的な範囲で外

部勢力の支配と干渉に終止符を打ち、民族の

自主権を確立する問題です。

　民族的自主権は、各民族にとって死活的な

問題です。

　朝鮮における民族的自主権の問題は、帝国

主義者に奪われた領土と人民を取り戻し、全

国的な範囲で民族的自主権を確立する問題で

す。これは、南朝鮮がアメリカの軍事的占領

と植民地支配下にあることと関わっていま

す。

　朝鮮の統一問題はまた、北と南の間の不信

と対立を解消し、民族の団結を達成する問題

です。

　分断後、70余年間、北と南の間には誤解と

不信が生まれ、対決が増大しました。

　アメリカと南朝鮮傀儡一味の反北対決政策

により、一つの血筋を引いてきた朝鮮民族の

団結は果たせませんでした。朝鮮の統一問題

は決して、北と南の間の支配と従属に関する

問題ではなく、北と南の不信と対立を解消

し、民族の団結を成就する問題です。

96．朝鮮の統一問題はいかなる性格のもので

すか？

　朝鮮の統一問題はあくまでも朝鮮民族の内

部問題であり、朝鮮人民自身が解決すべき内

政問題です。

　朝鮮民族は過去、侵略戦争を行って敗北

し、分断されていた国の民族とは異なり、帝

国主義の植民地支配の下で抑圧を受け、これ

と戦って占領軍を駆逐し、解放を勝ち取った

民族です。したがって朝鮮問題は、第２次世

界大戦が終わった際、国際的な調停を受ける

べきいかなる理由も根拠もなかった問題です。

　朝鮮人民は朝鮮のれっきとした主人とし

て、自国の問題を解決する権利を持っている

ばかりでなく、第三者の干渉を受けることな

く、統一問題を自らの力で十分に解決しうる

条件と可能性を十分に備えています。

　朝鮮の統一問題が民族の内部問題、民族の

内政問題であるのは、さらに、この問題が一

つの民族、一つの国家の枠内でのみ解決しう

る問題であるからです。

　朝鮮の統一問題は、多民族が統一国家を形

成する問題とは性格を異にしています。多民

族によって成り立っている国における国家的

統一は、民族の統一ではなく、異なる民族の

連合としてなされます。

　したがって、これらの国における統一問題

は、民族の内部問題としてではなく、民族相

互間の問題として提起されるのです。

　しかし、朝鮮の統一問題は、本来一つの民

族、一つの国家であったものが再び一つに結

合する問題であって、民族間または国家間の

問題ではありません。

　したがって朝鮮の統一問題には、誰にも干

渉し介入する権利がなく、そうすべき理由も

条件もありません。

８．祖国統一８．祖国統一
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財産の基盤

九
州
弁
護
団
（
上
）

　朝鮮高級学校への無償化適用を求め、2013年から各地で始まった国賠訴訟。大阪、愛知、広島に次

ぐ４例目となった九州での訴訟は、同年12月19日の提訴から５年以上の歳月を経て19年３月14日、原

告敗訴の不当判決が下された。その後の控訴審でも裁判所は、朝鮮高校の不指定根拠となる「規定

ハ」削除を遂行した国の違法性について判断しないばかりか、一審判決を踏襲する形で国の裁量を認

めた（20年10月30日）。そして５月17日現在、同裁判は最高裁へ上告中にある。

　

高
校
無
償
化
制
度
を
導
入
し

た
民
主
党
か
ら
、
自
民
党
へ
と

政
権
交
代
が
な
さ
れ
迎
え
た
２

０
１
２
年
末
、
文
科
省
は
「
在

日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
や
北
朝

鮮
と
の
密
接
な
関
係
が
疑
わ

れ
、
就
学
支
援
金
が
授
業
料
に

充
て
ら
れ
な
い
懸
念
が
あ
る
」

と
し
て
、
朝
鮮
高
校
を
無
償
化

対
象
か
ら
外
す
方
針
を
表
明
し

た
。

　

そ
れ
か
ら
約
１
カ
月
後
の
13

年
１
月
24
日
、
愛
知
と
大
阪
で

生
徒
、
学
園
が
原
告
と
な
っ
た

初
の
「
高
校
無
償
化
裁
判
」
が

始
ま
っ
た
。

　

裁
判
が
進
む
中
、
同
年
２
月

20
日
、
日
本
政
府
は
朝
鮮
高
校

を
無
償
化
す
る
た
め
の
指
定
根

拠
と
な
る
規
定
を
削
除
し
、
文

科
省
省
令
を
改
悪
す
る
横
暴
ぶ

り
を
み
せ
る
。
そ
の
後
、
文
科

省
を
通
じ
各
地
に
10
あ
る
朝
鮮

高
校
へ
、
制
度
の
対
象
外
を
示

す
不
指
定
処
分
が
通
知
さ
れ

た
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
流
れ
は
、
九

州
中
高
が
所
在
す
る
九
州
地
域

で
も
「
何
ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン

を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
」
と
い

っ
た
声
を
生
ん
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
２
０
１
３

年
５
月
に
、
訴
訟
を
進
行
（
あ

る
い
は
準
備
）
す
る
各
地
の
弁

護
団
が
一
堂
に
会
し
た
「
全
国

弁
護
団
会
議
」
が
大
阪
で
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ

金
敏
寛
弁
護
士
を
は
じ
め
現
在

九
州
弁
護
団
で
中
心
的
な
役
割

を
担
う
関
係
者
ら
が
参
加
。
そ

の
場
で
、
「
根
本
は
学
生
へ
の

権
利
侵
害
問
題
で
は
あ
る
が
、

社
会
的
に
見
て
認
識
を
正
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
問
題
だ
。
九

州
で
も
裁
判
を
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
提
案
を
受
け
た
」
の

が
、
九
州
弁
護
団
の
始
ま
り
に

あ
る
。

　

九
州
弁
護
団
の
事
務
局
長
を

務
め
る
金
敏
寛
弁
護
士
は
、
当

時
を
振
り
返
り
「
こ
う
い
う
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
自
分
が

弁
護
士
に
な
っ
た
わ
け
だ
か

ら
、
社
会
的
意
義
の
あ
る
裁
判

を
福
岡
で
も
起
こ
さ
な
く
て
は

と
思
っ
た
」
と
話
す
。
会
議
か

ら
戻
り
、
金
弁
護
士
が
そ
の
こ

と
を
ま
っ
さ
き
に
相
談
し
た
の

は
、
福
岡
朝
鮮
学
園
の
尹
慶
龍

総
務
部
長
（
57
、
北
九
州
初
級

校
長
）
だ
っ
た
。

　

「
い
ざ
訴
訟
を
起
こ
そ
う
と

な
っ
た
と
き
、
何
よ
り
も
ま
ず

人
を
集
め
な
く
て
は
い
け
な
か

っ
た
。
自
分
の
恩
師
で
も
あ

り
、
信
頼
す
る
尹
先
生
に
『
弁

護
団
の
メ
ン
バ
ー
は
自
分
が
集

め
る
の
で
、
学
校
関
係
は
頼
み

ま
す
』
と
話
し
ま
し
た
」
（
金

弁
護
士
）

　

こ
の
日
を
機
に
、
弁
護
団
発

足
に
向
け
た
動
き
は
加
速
し
て

い
く
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
弁
護
団
の

要
と
な
る
弁
護
団
長
と
し
て
、

故
・
服
部
弘
昭
弁
護
士
に
声
掛

け
を
、
ま
た
金
弁
護
士
の
同
期

を
中
心
に
北
九
州
の
弁
護
士

や
、
過
去
に
在
日
同
胞
の
無
年

金
問
題
で
訴
訟
を
受
け
持
っ
た

弁
護
士
た
ち
に
参
加
を
呼
び
か

け
た
。
ま
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時

期
に
、
年
に
１
回
九
州
で
開
催

さ
れ
る
「
九
州
弁
護
士
会
連
合

会
」
総
会
を
控
え
て
い
た
こ
と

か
ら
、
事
前
に
無
償
化
裁
判
に

関
す
る
案
内
文
を
つ
く
り
、
大

会
当
日
、
賛
同
者
を
募
っ
た
と

い
う
。

　

「
た
と
え
ば
、
無
年
金
裁
判

を
し
て
き
た
弁
護
士
は
、
在
日

朝
鮮
人
と
い
う
存
在
や
総
聯
、

民
団
と
い
っ
た
組
織
に
も
理
解

が
あ
る
人
た
ち
だ
っ
た
が
、
同

期
の
弁
護
士
た
ち
に
一
緒
に
闘

っ
て
く
れ
な
い
か
と
話
す
の

は
、
私
自
身
も
非
常
に
迷
っ

た
。
話
し
た
と
こ
ろ
で
（
在
日

の
こ
と
を
）
う
ま
く
受
け
止
め

て
く
れ
る
の
か
と
。
け
れ
ど
、

い
ざ
フ
タ
を
開
け
て
み
る
と
、

た
く
さ
ん
の
弁
護
士
が
賛
同
し

て
く
れ
た
し
、
今
も
一
緒
に
闘

っ
て
く
れ
て
い
る
」
（
金
弁
護

士
）

　

そ
う
し
て
13
年
６
月
、
服
部

弘
昭
弁
護
士
を
団
長
と
す
る
九

州
弁
護
団
が
発
足
し
た
。
無
償

化
裁
判
に
向
け
た
金
弁
護
士
の

熱
い
思
い
に
呼
応
す
る
か
の
よ

う
に
、
同
弁
護
団
は
同
種
訴
訟

を
進
行
す
る
５
カ
所
の
弁
護
団

中
最
も
多
い
60
人
の
弁
護
士
が

名
を
連
ね
る
大
型
弁
護
団
と
な

っ
た
。

　

既
述
の
よ
う
に
、
北
九
州
・

福
岡
を
中
心
に
多
く
の
弁
護
士

が
賛
同
す
る
結
果
と
な
っ
た
背

景
に
は
「
金
弁
護
士
な
ど
若
手

弁
護
士
ら
の
奮
闘
も
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
初
代
弁
護
団
長
を
務
め

た
故
・
服
部
弘
昭
弁
護
士
の
存

在
が
大
き
か
っ
た
」
と
、
尹
慶

龍
総
務
部
長
は
回
顧
す
る
。

　

当
初
、
金
弁
護
士
か
ら
裁
判

に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
尹
総

務
部
長
が
、
司
法
闘
争
を
す
る

べ
き
か
決
断
し
か
ね
て
い
た
と

　

「
も
ち
ろ
ん
裁
判
準
備
は
し

っ
か
り
と
進
め
て
い
た
が
、
存

在
自
体
が
後
押
し
に
な
る
よ
う

な
方
だ
っ
た
か
ら
大
き
な
穴
が

あ
い
た
よ
う
な
感
じ
で
し
た
」

（
九
州
弁
護
団
・
清
田
美
喜
弁

護
士
）

　

そ
し
て
、
控
訴
審
判
決
が
出

る
約
１
カ
月
前
の
２
０
２
０
年

９
月
20
日
、
服
部
弁
護
団
長
が

他
界
し
た
。

　

服
部
弁
護
士
は
生
前
、
弁
護

士
人
生
の
傍
ら
で
何
よ
り
も
注

力
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
朝
鮮
学
校
を
支
え
る
会

・
北
九
州
」
（
以
下
、「
支
え
る

会
」
）
の
活
動
だ
。
服
部
弁
護

士
は
晩
年
ま
で
北
九
州
初
級
を

支
援
す
る
市
民
団
体
と
し
て
00

年
11
月
に
発
足
し
た
「
支
え
る

会
」
で
、
会
長
を
務
め
て
い

た
。

　

「
２
０
０
０
年
５
月
頃
だ
っ

た
か
、
北
九
州
初
級
の
学
校

長
、
総
聯
小
倉
支
部
の
委
員
長

と
お
会
い
し
た
際
に
北
九
州
で

朝
鮮
学
校
を
支
え
る
団
体
を
作

ろ
う
と
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、

ま
っ
さ
き
に
会
長
候
補
に
上
が

っ
た
の
が
市
民
派
弁
護
士
で
、

か
つ
て
は
市
民
ら
の
間
で
北
九

州
市
長
候
補
に
名
が
あ
が
っ
た

服
部
さ
ん
。
頼
み
に
い
っ
た

ら
、『
君
は
上
か
ら
目
線
だ

ね
』
と
小
言
を
言
わ
れ
た
け
ど

二
つ
返
事
で
引
き
受
け
て
く
れ

ま
し
た
よ
」

　

発
足
当
初
か
ら
、
服
部
弁
護

士
と
二
人
三
脚
で
同
会
を
運
営

し
て
き
た
事
務
局
長
の
瑞
木
実

さ
ん
（
72
）
は
語
る
。

　

「
支
え
る
会
」
は
、
当
初
か

ら
自
民
党
議
員
な
ど
右
派
も
役

員
に
な
る
な
ど
、
広
い
層
を
網

羅
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
政
治

的
な
も
の
は
排
除
し
、
目
の
前

に
い
る
子
ど
も
た
ち
を
活
動
の

軸
に
し
よ
う
」
と
い
う
服
部
弁

護
士
の
考
え
に
、
多
く
の
人
が

賛
同
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
考
え
が
基
盤
と
な
り

「
支
え
る
会
」
は
九
州
地
域
の

朝
鮮
学
校
を
支
え
る
中
心
的
な

市
民
団
体
と
し
て
、
い
ま
も
活

動
を
継
続
し
て
い
る
。

　

服
部
弁
護
士
亡
き
あ
と
「
何

を
し
て
も
力
が
湧
か
ん
で
ね

え
」
と
本
音
を
こ
ぼ
し
た
瑞
木

さ
ん
。

　

そ
の
一
方
で
彼
が
「
支
え
る

会
」
の
活
動
を
「
今
後
も
貫
き

た
い
」
と
言
い
切
る
の
は
、
服

部
弁
護
士
と
交
わ
し
た
約
束
が

あ
る
か
ら
だ
。

　

「
あ
る
日
、
服
部
さ
ん
に

『
僕
ら
20
年
来
の
戦
友
だ
ね
』

と
話
し
た
ら
『
僕
は
死
ぬ
ま
で

会
長
、
あ
ん
た
は
死
ぬ
ま
で
事

務
局
長
だ
よ
』
と
答
え
た
こ
と

が
あ
る
。
彼
の
活
動
の
軸
に
あ

っ
た
の
は
目
の
前
の
子
ど
も
た

ち
で
、
そ
の
子
た
ち
が
差
別
な

く
い
き
い
き
と
自
分
ら
し
さ
を

発
揮
で
き
る
場
作
り
を
す
る
の

が
自
分
た
ち
の
仕
事
だ
と
言
っ

て
い
た
。
本
当
は
朝
鮮
学
校
を

支
え
る
会
が
い
ら
な
い
世
界
を

目
指
し
て
い
る
と
。
そ
し
て
子

ど
も
が
自
分
が
朝
鮮
人
で
あ
る

こ
と
を
自
由
に
い
え
る
よ
う
な

世
の
中
を
作
る
、
そ
う
い
う
世

界
が
訪
れ
た
ら
『
支
え
る
会
』

は
解
散
だ
と
。
だ
か
ら
今
は
、

服
部
さ
ん
が
新
た
な
ス
テ
ー
ジ

で
の
闘
い
を
僕
ら
に
託
し
た
と

思
っ
て
い
る
」
（
瑞
木
さ
ん
）

◇

　

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
異
な

る
在
日
朝
鮮
人
と
日
本
人
が
出

会
い
、
違
い
を
知
り
、
認
め
合

い
、
共
に
生
き
よ
う
と
互
い
に

歩
み
寄
る

―
。
服
部
弁
護
士

は
、
そ
れ
を
長
年
、
朝
鮮
学
校

と
共
に
実
践
し
て
き
た
一
人
だ

っ
た
。
そ
し
て
彼
と
共
に
司
法

闘
争
を
繰
り
広
げ
た
九
州
弁
護

団
の
弁
護
士
た
ち
も
ま
た
、
同

様
の
認
識
で
結
束
を
固
め
て
い

る
。

（
韓
賢
珠
、
続
く
）

訴状提出後に行われた報告集会および会見

訴状提出に先立ち、裁判所周辺をデモ行進する弁護団ら

き
、
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
服

部
弁
護
士
の
あ
る
言
葉
だ
っ
た

と
い
う
。

　

「
服
部
先
生
と
は
、
２
０
０

０
年
代
か
ら
の
付
き
合
い
。
06

年
に
私
が
県
教
育
会
に
異
動
し

た
当
時
、
学
校
の
土
地
を
巡
る

Ｒ
Ｃ
Ｃ
問
題
で
福
岡
で
も
訴
訟

を
進
行
中
だ
っ
た
。
あ
の
頃
は

ま
だ
同
胞
弁
護
士
も
九
州
に
は

少
な
く
て
、
協
力
的
な
日
本
の

弁
護
士
も
多
く
な
い
中
、『
も

ち
ろ
ん
弁
護
を
受
け
持
つ
よ
』

と
い
っ
て
く
れ
た
の
が
、
服
部

先
生
だ
っ
た
」

　

Ｒ
Ｃ
Ｃ
関
連
の
訴
訟
は
一
審

で
勝
訴
す
る
も
、
そ
の
後
は
敗

訴
確
定
に
。
裁
判
が
終
わ
り
、

関
係
者
ら
が
集
ま
る
場
で
「
二

度
と
日
本
の
司
法
は
信
頼
し
な

い
」
と
尹
総
務
部
長
が
声
を
荒

げ
て
言
っ
た
と
き
、
服
部
弁
護

士
は
優
し
く
も
厳
し
い
口
調
で

こ
う
返
し
た
の
だ
っ
た
。

　

「
せ
っ
か
く
闘
う
チ
ャ
ン
ス

が
あ
る
の
に
尹
さ
ん
は
そ
の
チ

ャ
ン
ス
を
捨
て
る
の
？
」

　

「
い
ざ
と
い
う
と
き
の
決
断

力
と
先
見
の
目
が
あ
り
、
何
よ

り
も
朝
鮮
学
校
の
子
ど
も
た
ち

に
寄
り
添
う
心
が
ぶ
れ
な
い
人

だ
っ
た
。
そ
う
い
う
人
だ
か
ら

広
く
人
望
も
あ
り
、
多
く
の
方

々
が
弁
護
団
に
名
を
連
ね
て
く

れ
た
と
思
う
。
私
自
身
も
、
彼

の
一
言
に
背
中
を
押
さ
れ
た
ひ

と
り
で
す
か
ら
。
服
部
先
生

は
、
い
つ
も
民
族
教
育
を
思
っ

て
く
れ
て
い
ま
し
た
」
（
尹
総

務
部
長
）

　

発
足
以
来
、
九
州
弁
護
団
で

は
訴
訟
に
向
け
た
準
備
を
本
格

化
さ
せ
、
２
０
１
３
年
９
月
７

日
に
は
九
州
中
高
の
保
護
者
を

対
象
に
説
明
会
を
兼
ね
た
「
高

校
無
償
化
適
用
実
現
の
た
め
の

保
護
者
集
会
」
を
開
催
。
こ
れ

を
皮
切
り
に
、
同
校
へ
の
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
原
告
生
徒
と

の
面
談
な
ど
に
注
力
し
た
。
ま

た
同
年
７
月
８
日
に
は
、「
支

え
る
会
」
な
ど
10
数
個
の
団
体

で
構
成
さ
れ
た
「
朝
鮮
学
校
無

償
化
実
現
・
福
岡
連
絡
協
議

会
」
が
結
成
。
（
同
協
議
会
は

現
在
、
訴
訟
活
動
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
う
え
で
の
協
議
母
体
と
な

っ
て
い
る
）
そ
し
て
同
年
12
月

19
日
、
九
州
中
高
の
生
徒
ら
68

人
が
原
告
と
な
る
国
家
賠
償
請

求
訴
訟
が
始
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
裁
判
進
行
中
に
起

き
た
思
い
も
よ
ら
ぬ
事
態
に
、

弁
護
団
を
は
じ
め
関
係
者
た
ち

は
動
揺
し
た
。
２
０
１
９
年
３

月
14
日
の
一
審
判
決
後
、
九
州

弁
護
団
の
中
心
だ
っ
た
服
部
弘

昭
弁
護
団
長
が
病
床
に
つ
き
、

弁
護
団
を
離
脱
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
の
だ
。

大
型
弁
護
団
の
発
足

「
服
部
団
長
」と
い
う
存
在

九
州
無
償
化
裁
判
の
経
過

託
さ
れ
た
思
い

13
年
12
月
19
日

14
年
３
月
20
日

18
年
９
月
20
日

19
年
３
月
14
日

19
年
10
月
２
日

20
年
７
月
10
日

20
年
10
月
30
日

20
年
11
月
11
日

21
年
１
月
12
日

【
提
訴
】

一
審
・
第
１
回
口
頭
弁
論

一
審
・
第
20
回
口
頭
弁
論
【
結
審
】

福
岡
地
裁
小
倉
支
部
【
原
告
敗
訴
の
不
当

判
決
】

二
審
・
第
１
回
口
頭
弁
論

二
審
・
第
４
回
口
頭
弁
論
【
結
審
】

福
岡
高
裁
【
原
告
敗
訴
の
不
当
判
決
】

最
高
裁
へ
上
告

最
高
裁
へ
上
告
理
由
書
を
提
出


